
犬の登録と届け出（常時受付）
　新しく犬を飼うときは、登録が必要です。また、犬が死亡したときは死亡届を、住所や飼い主が変わ
ったときは変更届を提出してください。
狂犬病予防注射
　生後３か月を経過した犬には毎年１回、４月１日から６月30日までの間に、狂犬病の予防注射をしな
ければなりません。
　町では、この時期にあわせて集合注射を行います。集合注射を受けられなかった場合は、直接獣医師
から注射を受け、注射が済んだことを証明する書類を町民生活課環境衛生担当に持参して、注射済票の
交付を受けてください。この場合の注射料は、集合注射料金とは異なる場合があります。
登録・注射料金
　新規登録手数料　　　　3,000円
　集合狂犬病予防注射料　3,300円（集合注射料2,750円、注射済票交付手数料550円）
犬を飼うために守ること
　放し飼いはできません。必ず丈夫な鎖などでつなぎましょう。
　鑑札と注射済票は、必ず犬につけておきましょう。
　フンの始末など、他人に迷惑のかからないように飼いましょう。


